2026年度
学内選考用データ登録用紙（学部生）
	学部
	学籍番号
	受験番号（2026年4月入学者のみ記入）
	ふりがな

	
	
	
	氏　名

	入学年月

年　　　   月入学
	卒業予定年月

年　　　　  月見込
	学年

年
	年齢　　　

歳
	出身地
都・道
府・県
　　　　　　　　　　


提出日：　　　　年　　　月　　　日
※提出された書類は貸出・返却いたしませんので、提出前に適宜写真・コピー等で控えを取っておいてください。
※申請にあたり提出していただいた書類に記載されている個人情報は大学推薦奨学金の学内選考のために利用され、その他の目的には利用されません。
Ⅰ．全員提出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↓提出書類に✔
	書類名等
	本人
	父
	母
	兄弟
姉妹等

	成績を証明する書類
	● 学部１年生：高校の調査書
※ 成績証明書不可、高校３年間分かつ評定平均記載のもの（卒業後に出身高校から入手）
● 学部２年生以上：大学での最新の成績証明書
※ 4月以降発行可能、大学の自動発行機で取得
※ 2026年度入学の編入学生は前在籍校の成績証明書を取得のうえ、提出
	
	
	
	

	世帯状況を証明する書類
	● 世帯全員の住民票（写しの原本、2026年1月1日以降発行）
※ 申請者本人の現住所が住民票の住所と異なる場合、「契約期間に2026年4月1日以降の日付が含まれるアパートの契約書」「入寮許可証」「2026年4月以降発行の公共料金領収書」いずれかのうち入居者氏名、住所、契約期間（領収書発行日）が確認できる部分を提出
	
	
	
	

	
	● 家計調書［様式１］
	
	
	
	

	以下該当書類を全て提出（父母のみ）
	● 収入状況申告書［様式２］
※ 無収入の者（2026年中に無収入予定の者含む）も「③現在無収入の方は以下の欄を必ず記入」欄を記入して提出、2025年１月～無収入になるまでに収入がある場合は①②も記入のうえ証明書類を提出
	
	
	
	

	
	給与所得者（パートを含む）
	下記のいずれかを提出
● 『2025（令和7）年分源泉徴収票』のコピー
● 『直近3ヶ月分以上の給与明細』のコピー
● 年間支給見込証明書［様式3］
（源泉徴収票・給与明細の提出が提出困難 または 収入の増減が著しい場合のみ提出）
	
	
	
	

	
	202６年１月～３月に退職
した勤務先がある場合
	● 『離職票』『雇用契約書』『（退職日記載）2026（令和8）年分源泉徴収票』等のコピー
	
	
	
	

	
	事業所得者
（商・工・林・水・農業所得者、配当・不動産・雑所得者等）
	● 『2025（令和7）年分確定申告書控（第一表・第二表）』のコピー
※ 分離課税の申告がある場合、第三表のコピーも提出
※ 税務署に2026年3月１6日までに提出した申告書の控
※	確定申告を行っていない場合、市区町村に提出する「市(町)県民税申告書」のコピー等
2025年分の収入金額・必要経費・所得金額がわかる書類を提出
※ 202６年1月1日以降に新規で事業を始めた場合、直近3ヶ月分以上の収入／所得金額・必要経費等がわかる書類（青色申告決算書コピー等）を提出
	
	
	
	

	
	年金・恩給受給者
※202６年中に受給予定の場合も提出
	下記のいずれかを提出
● 『2025（令和7）年分公的年金の源泉徴収票（ハガキ）』のコピー
● 最新の『年金額改定通知書』『年金振込通知書等』のコピー
● その他最新の年金額がわかるもの
	
	
	
	

	
	失業給付金を受けている場合
	● 雇用保険受給資格証（第１面～第４面）のコピー
	
	
	
	

	
	生活保護を受けている場合
	● 生活保護決定(変更)通知書のコピー等保護受給額・受給日がわかるもの
	
	
	
	

	
	児童扶養手当・特別児童扶養
手当を受給している場合
	● 児童扶養手当証書・特別児童扶養手当証書のコピー等金額がわかるもの
※ 児童手当は対象外
	
	
	
	

	
	その他の収入がある場合
	● 名称・金額・受給者・受領日等がわかるもののコピー
	
	
	
	

	高校生以上の就学者
※申請者本人は除く
	● 在籍学校書式の在学証明書（2026年4月以降の就学が確認できるもの）
※ 乳幼児・小学生・中学生は提出不要
	
	
	
	


Ⅱ．該当者のみ提出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↓提出書類に✔
	書類名等
	本人
	父
	母
	兄弟
姉妹等

	障害者がいる世帯
	●『障害者手帳』『療育手帳』『被爆者健康管理手帳』（最新）のコピー等
	
	
	
	

	長期療養者がいる世帯
※申請時点において6ヶ月以上にわたる期間療養中の者または6か月以上にわたる療養が必要であると認められる者がいる世帯
	● 6か月以上の療養期間が記載されている『医師の診断書』のコピー
● 治療費・薬代等『領収書』のコピー（支払内訳がわかるもの）
	
	
	
	

	1年以内に主たる生計維持者が
死亡した世帯
	● 『住民票（写しの原本）』『死亡診断書』のコピー等死亡年月日の記載があるもの
● （遺族年金を受給している場合）受給金額が確認できる証明書類
	
	
	
	

	1年以内に火災・風水害・盗難等の被害を受けた世帯
※被害による支出の増大または収入の減少で、将来長期（２年以上）にわたり著しく困窮状態におかれる被害を受けた場合
	● 罹（被）災証明書原本（発行部数の制限がある市町村のみコピー可）
● 罹（被）害額証明可能な場合、金額がわかる書類（領収書・見積書等）のコピー
● 被害に伴う保険金等収入がある場合、名称・金額・受領日のわかるもののコピー
● 確定申告により控除を受けている場合、『2025（令和7）年分確定申告書控（第一表・
第二表）』のコピー
	
	
	
	

	主たる生計維持者が別居している世帯
	● 辞令等のコピー（仕事のために単身赴任していることがわかるもの）
● 年間の住居費・光熱水費のわかる書類（アパートの契約書、領収書等のコピー）
※ 勤務先から転勤に伴い住居費・光熱水費が支給されている場合、控除対象外
	
	
	
	



